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　次に、建築行政を実施したことにより、メリッ
トがあったと感じた点について確認したところ、
図３のような結果になりました。
　ここで、特筆すべきは、「メリットはなかった」
と回答した団体が皆無であったことです。これ
は、建築行政を実施することで、少なからず何ら
かのメリットを享受したと捉えていることを示
しています。
　具体的に見てみると、「自市町村の方針に沿っ
たまちづくりが行えるようになった」が８団体と
最多の回答で、前述の実施理由に示した、「自市
町村のまちづくりに有効と考えたから」に対応す
る結果として多数の団体がメリットとして挙げ
たといえます。やはり、自市町村の方針に沿った
まちづくりを行えるようになったことが最大の
メリットでした。
　次いで、「建築職の職員の技術力（能力）向上
に寄与した」を５団体がメリットとして挙げてお
り、建築職員の技術力向上にも寄与する可能性が
高いことがわかりました。
　一方、デメリットについても確認しました。結
果が図４です。
　こちらの設問においても「デメリットはなかっ
た」と回答した団体が１団体もなかったことか
ら、導入することのメリットがある一方で、デメ
リットもあるということが明らかになりました。
　具体的に見てみると、デメリットの回答の中で

「訴訟問題への対応が必要になった」ことを挙げ
たのが８団体と最多で、建築行政を行っているほ
とんどの団体が選択しています。これは、多摩・

島しょ地域の基礎自治体においては、訴訟が発生
したときはもちろん、訴訟問題への備えが多くの
団体に意識されていることを示しています。
　次いで、「新たに建築職の職員や事務職員を配
置しなければならなくなった」が４団体と続きま
す。これは、少なからず人材面でデメリットと感
じた団体があったことを示しています。
　さらに、これらを踏まえた建築行政の課題につ
いて訊ねた結果が図５です。最も多かったのは「訴
訟への対応」で８団体でした。デメリットとして
挙げていたものがそのまま課題になっていること
がわかりました。次いで、「建築主事の確保と処遇」
が７団体と続きます。建築主事になるためには建
築基準適合判定資格者検定という国家資格を得な
ければならず、その受験をするには一級建築士の
資格が必要です。その上、合格率も２～３割程度
と決して高くはなく、難関の試験となります。し
かし、それだけ苦労して資格を取得したとしても、
待遇面で職員へのインセンティブが無いところも
多いようです。前掲の表１を見ても、建築主事は
どこの団体でも１人ないし２人ですので、職員の
退職等で人員の補充が思うように行えなかった
り、現状では職員数が不足しているので増員した
いけれども職員が資格をなかなか取得できなかっ
たり、資格を取得したとしてもその後の育成に時
間がかかったりと、人材面において課題があると
いう認識を建築行政の担当部署は持っていること
が分かりました。
　重ねて、今後の建築行政をどのような形態で実
施して行きたいか聞いた結果が図６です。
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自市町村の方針に沿ったまちづくりが
行えるようになった

建築職の職員の技術力（能力）向上に寄与した

建築行政業務を行う前と比べて、許可の決定等まで
の期間が比較的短くてすむようになった

手数料収入があり、財源収入の一助となった

メリットはなかった

その他
(n=9、複数回答、単位：団体)

図3　建築行政を実施して感じたメリット
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訴訟問題への対応

建築主事の確保と処遇

建築職（建築主事を除く）の職員の新たな採用

財源の手当て

建築行政担当部署を設置する場所の確保

その他

0課題はない

(n=9、複数回答、単位：団体)

図5　建築行政を行う上での課題
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訴訟問題への対応が必要になった

新たに建築職の職員や事務職員を
配置しなければならなくなった

財政的な負担が大きかった

事務的負担が増える等で、計画的に
まちづくりが行えなくなった

デメリットはなかった

その他 (n=9、複数回答、単位：団体)

図4　建築行政を実施して感じたデメリット
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今後も自市町村で建築行政を続けたい

今後は建築行政の一部の事務について、
複数の市町村で共同して処理したい

今後は建築行政のすべての事務について、
複数の市町村で共同して処理したい

その他

0できることなら建築行政をやめたい
（東京都に行ってもらいたい）

(n=9、単位：団体)

図６　今後の建築行政の実施形態


